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小平市議会定例会一般質問通告書 

質問件名 いじめ重大事態調査報告書作成費用の予算計上経緯について 
質問要旨 

いじめ重大事態調査報告書の作成費用について、本年度当初予算ではなく補正予算で計上した経緯を整理し、

理解するため、以下質問する。 

1. 次の理解で正しいか。間違いがあれば、どの部分か。 

昨年 8 月頃に提出した実行プランの提案事業調書では、市教育委員会が過去の事案を参考に積算して約 43

万円を要求した。しかし、これを当初予算に計上せず、市長側は予備費で措置するよう指示した。その後、昨

年末に重大事態の報告があったが、その時点では報告書作成にかかる経費の見込みがつかなかったため、予

算計上しなかった。本年 2 月から 4 回にわたって小平市教育委員会いじめ問題対策委員会で検討し、目処が

ついた額を、報告書の作成費用といった新たな費目を使わず、委員報酬として、本年 9 月の補正予算第 3 号

で計上した。 

 

上記のとおり、小平市議会会議規則第 57条第 2項により通告します。 

令和 7年 11月 13日 小平市議会議長 殿    小平市議会議員 氏名  安竹 洋平   受付番号【   】 

 

 

 

 

 

 

再質問の方式 

１ 一括質問一括答弁方式 

２ 一問一答方式 
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